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中村涜先生追悼記事

中
村
涜
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む

　
本
年
（
平
成
一
九
年
）
二
月
二
日
に
元
法
学
部
教
授
、
慶
鷹

義
塾
大
学
名
誉
教
授
の
中
村
涜
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
。
享
年
七
九

歳
で
あ
っ
た
。
先
生
は
長
年
に
わ
た
っ
て
膠
原
病
を
患
っ
て
お
ら

れ
た
せ
い
か
、
鶴
の
よ
う
な
痩
身
が
痛
々
し
く
映
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
そ
れ
で
も
、
い
つ
も
紺
の
ダ
ブ
ル
服
を
着
用
さ
れ
、
ダ
ン

デ
ィ
ー
な
姿
を
失
わ
な
い
方
で
あ
っ
た
。
昨
年
暮
れ
に
先
生
か
ら

突
然
電
話
を
頂
戴
し
、
慶
慮
病
院
に
入
院
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て

驚
い
た
。
例
年
の
ご
自
宅
へ
の
年
初
の
ご
挨
拶
に
伺
う
機
会
を
楽

し
み
に
し
て
い
た
矢
先
で
あ
っ
た
。
駆
け
つ
け
た
私
に
、
「
慶
鷹
は

い
ろ
い
ろ
親
切
に
し
て
く
れ
る
の
で
有
難
い
よ
」
と
話
さ
れ
た
り
、

肺
に
癌
が
転
移
し
た
こ
と
な
ど
綿
密
に
病
状
の
説
明
を
し
て
頂
い

た
り
し
て
、
そ
の
時
は
と
て
も
お
元
気
な
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
の

ニ
カ
月
後
に
先
生
は
還
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
誠
に
痛
恨
の
極
み
で

あ
る
。

　
中
村
先
生
は
当
初
は
国
際
法
の
中
で
も
条
約
法
の
分
野
な
ど
を

研
究
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
海
洋
法
の
研
究
に
専
念
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
激
動
し
始
め
た
国

際
海
洋
法
の
変
革
の
時
期
と
符
合
す
る
。
先
生
の
研
究
手
法
は
関

連
文
献
を
人
一
倍
丹
念
に
渉
猟
し
、
緻
密
で
手
堅
い
議
論
を
展
開

し
た
。
領
域
問
題
や
漁
業
問
題
な
ど
は
特
に
先
生
の
得
意
と
さ
れ

た
分
野
で
あ
り
、
関
連
の
業
績
も
多
い
。
学
界
に
対
す
る
そ
の
功

績
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
生
は
海
外
で
開
催
さ
れ

る
国
際
学
会
や
国
際
会
議
等
に
お
け
る
活
動
よ
り
も
、
研
究
室
や

書
斎
の
中
で
の
研
究
生
活
を
好
ま
れ
た
方
で
あ
っ
た
。
私
の
知
る

限
り
、
先
生
は
慶
鷹
義
塾
派
遣
留
学
生
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
・
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
な
ど
に
一
年
間
を
過
ご
し
た
以
外
は
ほ
と
ん
ど
国
外
に
出

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
綿
密
な
情
報
収
集
を

通
じ
て
国
際
法
全
般
や
海
洋
法
の
最
新
の
動
向
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
晩
年
に
お
け
る
先
生
の
研
究
活
動
は
、

国
家
管
轄
権
の
範
囲
を
超
え
る
「
深
海
底
」
に
関
す
る
国
際
法
間

題
に
集
中
し
て
い
た
。
大
手
の
法
律
関
係
出
版
社
が
、
一
九
八
二

年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
「
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」

（
国
連
海
洋
法
条
約
）
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
書
を
作
成
す
る
こ
と

を
企
画
し
、
そ
の
執
筆
依
頼
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
上
巻

と
下
巻
は
既
に
別
の
執
筆
者
達
に
よ
り
か
な
り
以
前
に
出
版
さ
れ

て
お
り
、
深
海
底
問
題
に
関
す
る
中
巻
を
担
当
さ
れ
た
先
生
は
、
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国
連
海
洋
法
条
約
採
択
後
に
行
わ
れ
た
深
海
底
に
関
す
る
条
約
部

分
の
大
幅
な
改
正
な
ど
も
あ
っ
て
、
改
正
に
関
わ
る
膨
大
な
新
し

い
文
献
・
資
料
等
の
分
析
に
手
間
取
り
、
つ
い
に
最
後
ま
で
完
成

す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
先
生
に
は
何
度
も
早
期
の
脱
稿
を
勧

め
た
が
、
先
生
は
頑
と
し
て
首
を
縦
に
振
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い

う
一
徹
な
面
が
あ
っ
た
。

　
先
生
は
ご
自
分
の
こ
と
を
あ
ま
り
話
さ
れ
な
い
方
だ
っ
た
の
で
、

四
〇
年
間
ご
厚
誼
を
頂
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
先
生
の
こ
と
に
つ

い
て
は
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
先
生
の
ご
家
系
が
福
沢

諭
吉
出
身
の
中
津
藩
の
藩
士
で
あ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
伺
っ
て

い
た
。
先
生
は
、
ご
自
分
の
こ
と
を
あ
ま
り
仰
ら
な
い
だ
け
で
な

く
、
他
人
の
こ
と
も
詮
索
さ
れ
た
り
口
出
し
さ
れ
た
り
し
な
い
方

で
あ
っ
た
の
で
、
大
学
の
内
外
で
好
き
勝
手
な
行
動
を
し
て
い
た

私
の
よ
う
な
後
輩
達
に
と
っ
て
は
、
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
定

年
退
職
後
は
、
田
園
調
布
に
あ
る
ご
自
宅
の
庭
の
芝
生
の
手
入
れ
、

近
所
の
多
摩
川
で
の
鯉
釣
り
、
愛
犬
の
飼
育
な
ど
が
先
生
の
ご
趣

味
と
い
え
る
も
の
で
、
あ
と
は
学
究
に
明
け
暮
れ
た
静
か
な
毎
日

で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
お
子
様
の
い
な
い
先
生
は
、
奥
様

が
十
数
年
前
に
難
病
で
長
期
入
院
さ
れ
て
か
ら
以
後
は
、
急
速
に

元
気
が
な
く
な
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
時
に
「
気
難
し
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
先
生
の
多
く

の
言
動
の
根
底
に
は
、
実
は
独
立
不
羅
の
確
固
た
る
姿
勢
が
あ
る

こ
と
を
、
私
は
先
生
の
ご
存
命
中
に
少
し
ず
つ
気
が
つ
い
て
い
た
。

無
宗
教
で
焼
香
も
葬
儀
も
行
わ
ず
に
ひ
っ
そ
り
と
逝
か
れ
た
先
生

は
、
最
後
ま
で
そ
の
姿
勢
を
貫
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
誉
教
授
栗
林
忠
男
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中
村
洗
先
生
か
ら
頂
い
た
パ
ン
フ

　
レ
ッ
ト
の
思
い
出

　
学
部
の
三
年
生
の
と
き
に
国
際
法
1
の
講
義
を
受
け
て
以
来
、

中
村
涜
先
生
（
慶
鷹
の
伝
統
で
は
福
澤
先
生
の
み
が
先
生
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
知
り
つ
つ
、
や
は
り
先
生
と
い
う
以
外
に
は
お
呼

び
で
き
な
い
の
で
御
宥
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
）
に
は
様
々
な
場

面
で
お
教
え
頂
い
た
。
特
に
大
学
四
年
生
の
と
き
に
中
村
先
生
ご

自
身
に
と
っ
て
も
最
初
の
授
業
で
あ
っ
た
国
際
法
H
（
国
際
紛
争

の
平
和
的
解
決
）
の
講
義
は
今
で
も
忘
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

土
曜
日
の
一
時
限
目
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
三
田
に
出
か
け
た
の
は

良
い
思
い
出
で
あ
る
。

　
大
学
院
生
時
代
は
、
時
に
は
、
博
士
課
程
の
授
業
を
研
究
室
で

行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
整
然
と
整
理
さ
れ
た
国
際
法
の
書
物
に

取
り
囲
ま
れ
て
、
英
文
の
資
料
を
丁
寧
に
読
ん
で
ゆ
く
作
業
を
通

じ
て
、
学
問
へ
の
厳
し
さ
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
国
際
法
外
交
雑
誌
の
編
集
主
任
を
さ
れ
た
と
き
に
、
掲
載

論
文
の
初
校
の
読
み
合
わ
せ
を
お
手
伝
い
し
た
際
に
は
、
国
際
法

学
会
の
色
々
な
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
前
原
光
雄
先
生
の
ご
自
宅
に
一
九
八
六
年
に
伺
い
、
蔵
書
の
整

理
・
記
録
を
お
手
伝
い
し
た
と
き
に
は
、
最
後
に
中
村
先
生
か
ら

の
勧
め
で
、
前
原
先
生
か
ら
一
冊
の
本
を
署
名
入
り
で
頂
戴
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
国
際
責
任
の
研
究
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

フ
リ
ー
マ
ン
の
裁
判
拒
否
に
関
す
る
英
文
の
著
作
を
い
た
だ
い
た

が
、
こ
れ
は
本
当
に
う
れ
し
い
思
い
出
で
、
本
棚
に
あ
る
こ
の
本

を
見
る
た
び
に
前
原
先
生
と
中
村
先
生
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て

く
れ
る
。

　
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
英
国
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で

在
外
研
究
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
が
、
英
国
へ
の
出
発
間
近
に
中

村
先
生
の
研
究
室
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
一
冊
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
頂
い
た
。
そ
れ
は
、
一
九
七
一
年
に
米
国
の
法
曹
協
会
が
ロ

ン
ド
ン
で
年
次
大
会
を
開
催
し
た
際
に
作
成
さ
れ
た
、
「
法
律
家
の

た
め
の
ロ
ン
ド
ン
」
と
い
う
案
内
で
あ
る
。

　
コ
モ
ン
・
ロ
ー
発
祥
の
国
と
し
て
、
米
国
の
法
律
家
に
向
け
て

書
か
れ
た
内
容
は
、
簡
略
に
英
国
法
の
体
系
や
歴
史
を
写
真
入
で

解
説
し
た
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
四
つ
の
法
学

院
（
言
霧
亀
0
2
己
を
説
明
し
た
箇
所
が
あ
る
。
中
村
先
生
は

そ
の
う
ち
の
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
の
写
真
を
指
し
な
が
ら
、
「
大

森
君
、
こ
の
建
物
の
と
こ
ろ
に
法
律
専
門
の
本
屋
が
あ
る
の
で
、
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訪
ね
て
み
た
ら
い
い
よ
」
と
お
教
え
下
さ
っ
た
。

　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
の
最
初
の
一
年
間
は
忙
し
く
、
ロ
ン
ド
ン
を

ゆ
っ
く
り
訪
ね
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

や
っ
と
生
活
に
慣
れ
て
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
る
様
々
な
会
議

に
も
足
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
際
に
、
教
え
て

い
た
だ
い
た
建
物
を
訪
ね
、
念
願
の
本
屋
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。

ま
さ
に
天
井
ま
で
の
本
棚
に
び
っ
し
り
と
つ
ま
っ
た
法
律
書
が
あ

ふ
れ
て
い
た
が
、
稀
襯
本
か
ら
最
新
刊
ま
で
色
々
な
本
が
置
か
れ

て
い
た
。
時
間
の
経
つ
の
も
忘
れ
、
選
び
出
し
た
数
冊
を
抱
え
て

楽
し
い
気
持
ち
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
戻
る
電
車
に
乗
っ
た
の
を
今

で
も
良
く
覚
え
て
い
る
。

　
今
思
う
と
中
村
先
生
も
同
じ
建
物
の
同
じ
書
店
（
一
八
三
〇
年

創
立
の
≦
二
身
窒
α
ω
o
霧
と
い
う
本
屋
で
今
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
も
法
律
書
を
扱
っ
て
い
る
）
で
国
際
法
の
本
を
眺
め
て
お

ら
れ
た
の
か
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
中
村
先
生
も
ロ
ン
ド
ン

に
滞
在
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の
折
に
は
、
中
村
先
生
の
ロ
ン

ド
ン
の
お
宅
を
訪
問
し
て
、
奥
様
に
手
料
理
を
ご
馳
走
に
な
っ
た

と
京
都
大
学
の
安
藤
教
授
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
英
国

で
の
お
話
を
直
接
に
お
聞
き
す
る
機
会
が
無
か
っ
た
の
は
今
で
も

残
念
で
あ
る
。

　
栗
林
先
生
か
ら
昨
年
に
慶
鷹
病
院
に
入
院
さ
れ
た
ご
病
状
の
様

子
を
お
聞
き
し
た
と
き
に
は
、
い
ず
れ
容
態
が
落
ち
着
か
れ
た
ら

伺
お
う
と
思
っ
て
い
た
矢
先
で
、
二
月
に
急
逝
さ
れ
た
と
知
っ
た

と
き
に
は
、
し
ば
し
呆
然
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
村
先
生
か
ら

は
在
職
中
に
慶
慮
の
特
別
研
究
費
で
購
入
さ
れ
た
図
書
を
お
送
り

い
た
だ
き
、
そ
の
取
り
扱
い
を
頼
ま
れ
て
お
り
、
海
洋
法
、
条
約

法
、
国
際
法
の
基
礎
理
論
の
図
書
が
多
く
、
中
村
先
生
の
ご
研
究

を
反
映
し
て
い
る
と
実
感
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
の
ご
報
告
を
で
き
ぬ
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
大
森
君
、

気
に
し
な
く
て
い
い
よ
」
と
あ
の
笑
顔
で
お
許
し
を
願
え
れ
ば
と

思
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　
ご
葬
儀
の
あ
と
に
、
田
園
調
布
の
ご
自
宅
に
伺
い
、
御
令
妹
の

北
崎
さ
や
か
様
と
お
話
を
し
て
い
て
中
村
先
生
の
丹
精
込
め
た
芝

生
の
話
を
お
聞
き
し
た
。
几
帳
面
に
縄
を
は
り
、
計
算
を
さ
れ
て
、

肥
料
を
ま
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、
近
く
を
訪
れ
た
植
木
職
人

が
見
に
来
た
ほ
ど
だ
と
話
さ
れ
て
い
た
。
き
れ
い
に
手
入
れ
を
さ

れ
て
青
々
と
し
た
芝
生
を
見
た
と
き
、
英
国
に
学
ば
れ
た
中
村
先

生
は
、
あ
の
大
学
構
内
の
芝
生
を
見
ら
れ
て
影
響
を
受
け
ら
れ
た

の
か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
を
お
聞
き
す
る
機
会
も
永
遠
に
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
。
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法
律
学
科
の
一
〇
〇
年
史
の
た
め
の
一
文
を
書
か
れ
た
際
に
、

慶
慮
義
塾
で
の
国
際
法
の
教
育
と
研
究
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
「
後
世
、
義
塾
に
お
い
て
国
際
法
の
分
野
に
か
か

わ
る
者
は
、
伝
統
の
上
に
胡
座
を
か
く
こ
と
な
く
、
」
と
強
調
さ
れ

て
い
る
。
中
村
先
生
の
愛
さ
れ
た
慶
鷹
義
塾
を
引
き
継
ぐ
も
の
と

し
て
、
高
い
水
準
の
研
究
と
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

痛
感
し
て
い
る
。

　
中
村
洗
先
生
、
先
生
の
思
い
を
次
の
世
代
へ
と
伝
え
て
ゆ
く
こ

と
を
心
に
誓
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
お
眠
り
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
部
教
授
大
森
正
仁

忘
れ
得
ぬ
言
葉

「
ロ
イ
タ
ー
じ
ゃ
な
く
て
ル
テ
ー
ル
な
ん
で
す
よ
。
フ
ラ
ン
ス
人

だ
か
ら
ね
。
」
最
初
に
先
生
か
ら
か
け
て
い
た
だ
い
た
言
葉
で
あ
っ

た
。
学
費
値
上
げ
反
対
運
動
に
よ
る
大
学
閉
鎖
が
解
除
さ
れ
、
二

年
生
に
進
級
し
て
間
も
な
く
一
九
七
三
年
初
冬
に
行
わ
れ
た
入
ゼ

ミ
説
明
会
で
の
こ
と
で
あ
る
。
板
書
さ
れ
た
教
材
を
咳
く
よ
う
に

読
ん
だ
の
を
耳
に
留
め
ら
れ
て
、
微
笑
ん
で
そ
う
仰
っ
た
。
こ
の

時
以
来
、
学
部
と
大
学
院
で
ゼ
ミ
生
あ
る
い
は
教
育
補
助
員
と
し

て
、
先
生
が
教
育
と
研
究
に
心
血
を
注
が
れ
る
の
を
目
の
当
た
り

に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
学
事
等
に
多
忙
を
極
め
ら
れ
た
前
原
光
雄
先
生
の
お
手
伝
で
早

く
か
ら
研
究
会
を
ご
担
当
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
九
二
年

に
先
生
の
ご
退
職
と
同
時
に
巣
立
っ
た
期
ま
で
先
生
の
ご
指
導
を

受
け
た
ゼ
ミ
卒
業
生
は
、
優
に
三
〇
〇
名
を
上
回
る
。
「
慶
慮
出
の

エ
リ
ー
ト
た
れ
」
、
「
巴
o
ユ
鋤
2
『
o
コ
9
9
0
巴
〆
o
ヨ
三
〇
℃
R
鋤
コ
ニ

ぎ
き
ヨ
（
善
行
を
為
す
全
て
の
者
に
栄
光
と
名
誉
と
平
和
を
）
」
先

生
が
卒
業
し
て
い
く
ゼ
ミ
生
に
饅
と
し
て
贈
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
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卒
業
生
は
皆
、
こ
の
激
励
に
応
え
る
べ
く
、
そ
の
責
務
を
は
た
し

続
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
機
会
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
同

じ
時
を
と
も
に
過
ご
し
た
方
々
と
先
生
へ
の
感
謝
と
哀
悼
の
念
を

分
か
ち
合
う
縁
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
、
不
肖
の
追
憶
を
書
き
留

め
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

　
よ
う
や
く
ゼ
ミ
生
に
し
て
戴
い
た
の
が
、
先
生
に
は
膠
原
病
と

の
戦
い
が
始
ま
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
、
尊
敬
し
て
お
ら
れ

た
兄
上
を
難
病
で
喪
わ
れ
た
と
き
、
「
兄
弟
で
面
倒
な
病
気
に
な
る

な
ん
て
、
先
祖
が
よ
ほ
ど
悪
い
こ
と
を
し
た
の
か
な
」
と
も
ら
さ

れ
た
。
四
谷
で
は
、
模
範
的
な
入
院
患
者
と
し
て
過
ご
さ
れ
、
毎

朝
、
早
く
か
ら
外
国
の
文
献
を
読
み
込
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
。

「
朝
の
巡
回
の
と
き
看
護
婦
さ
ん
に
寝
ぽ
け
た
顔
を
見
せ
ら
れ
な

い
も
の
ね
」
と
冗
談
に
紛
ら
さ
れ
た
が
、
先
生
は
徹
底
し
て
ご
自

身
を
規
律
し
て
、
こ
の
病
気
を
封
じ
込
め
ら
れ
た
。

「
子
供
が
い
な
い
せ
い
か
、
学
生
も
大
人
と
し
て
見
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
」
た
し
か
に
、
先
生
は
、
学
生
の
良
識
に
信
を
置
き
、

そ
の
意
思
を
尊
重
さ
れ
た
。
ゼ
ミ
の
運
営
に
対
し
て
も
決
し
て
指

図
を
な
さ
る
こ
と
は
な
く
、
メ
ン
バ
ー
が
相
談
し
、
納
得
し
て
行

動
す
る
よ
う
し
む
け
、
こ
れ
を
見
守
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
か
れ
た
。

「
僕
は
晴
れ
が
ま
し
い
の
は
苦
手
な
ん
で
す
よ
。
み
な
さ
ん
、
ご

自
身
の
親
の
誕
生
日
を
祝
っ
て
い
ま
す
か
。
」
ゼ
ミ
で
先
生
の
お
誕

生
日
を
お
祝
い
す
る
会
の
企
画
案
に
そ
う
仰
っ
た
。
こ
の
会
は
、

年
末
の
納
会
を
兼
ね
る
こ
と
で
先
生
に
ご
納
得
い
た
だ
き
、
先
生

の
ご
退
職
ま
で
ゼ
ミ
の
恒
例
行
事
と
な
っ
た
。
卒
業
生
も
顔
を
見

せ
た
り
し
て
、
先
生
に
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
け
た
と
思
う
。

「
僕
は
業
務
命
令
で
国
際
法
を
や
ら
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
」
学
部
ご
卒

業
を
前
に
、
指
導
教
授
の
峯
村
先
生
に
呼
ば
れ
、
前
原
先
生
ご
同

席
の
も
と
「
『
国
際
法
を
研
究
す
る
な
ら
助
手
に
す
る
。
』
と
言
わ

れ
て
ね
、
語
学
の
成
績
が
良
か
っ
た
か
ら
だ
っ
て
さ
。
学
部
の
国

際
法
の
試
験
は
、
ラ
テ
ン
語
の
フ
レ
ー
ズ
の
一
つ
が
ど
う
し
て
も

思
い
出
せ
な
く
て
、
う
ま
く
い
っ
た
と
も
思
わ
な
か
っ
た
ん
だ
け

ど
ね
」
。
刑
事
法
を
題
材
に
し
た
法
哲
学
の
研
究
を
希
望
さ
れ
、
「
完

全
主
義
者
だ
な
ん
て
言
わ
れ
る
」
先
生
に
は
、
と
り
わ
け
冷
戦
期

の
国
際
法
の
研
究
と
教
育
は
厳
し
い
任
務
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

O
B
会
の
折
な
ど
に
述
べ
ら
れ
た
「
高
等
教
育
の
質
を
維
持
す
る

た
め
に
、
こ
っ
ち
も
懸
命
に
や
っ
て
い
ま
す
」
と
の
言
葉
ど
お
り
、

大
教
授
の
域
に
達
せ
ら
れ
て
も
な
お
講
義
の
準
備
に
数
日
を
費
や

し
、
い
つ
も
外
国
の
教
科
書
の
改
訂
や
新
し
い
事
例
を
点
検
し
て
、

講
義
に
反
映
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。

　
私
に
は
先
生
の
ご
研
究
を
論
評
す
る
資
格
は
な
い
。
「
あ
の
人
は
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昔
か
ら
勉
強
が
好
き
な
ほ
う
で
は
な
か
っ
た
か
ら
」
と
か
「
僕
は

耳
学
問
が
で
き
な
い
ん
で
ね
」
な
ど
、
と
き
に
先
生
が
発
さ
れ
る

厳
し
い
言
葉
に
わ
が
身
を
振
り
返
っ
て
震
え
上
が
っ
た
。
し
か
し
、

喉
元
を
過
ぎ
る
よ
り
も
前
に
熱
さ
を
忘
れ
て
、
些
か
も
恩
に
報
い

る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
、
国
際
法
学
会
で
の
逸
話
を
一
つ
だ
け
書
き
留
め
て
お
き
た

い
。
「
『
余
人
を
以
て
代
え
難
い
』
っ
て
言
わ
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
ね
。
」

国
際
法
学
会
で
の
研
究
報
告
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
先
生
が
最
も

信
頼
し
て
お
ら
れ
た
当
時
の
研
究
連
絡
主
任
の
理
事
か
ら
依
頼
を

受
け
ら
れ
た
時
の
話
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
の
一
夏
を
そ
の
準
備

に
費
や
さ
れ
た
。
集
め
た
文
献
資
料
は
積
み
上
げ
れ
ば
一
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ご
報
告
へ
の
反
響
を
う
か
が

っ
た
と
こ
ろ
、
笑
顔
で
「
日
く
言
い
難
し
」
と
仰
っ
た
。
そ
の
理

事
の
先
生
が
「
中
村
先
生
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
良
い
報
告
を
し

て
も
ら
っ
た
。
あ
の
先
生
は
本
当
の
学
者
だ
か
ら
」
と
愉
快
そ
う

に
語
ら
れ
る
の
を
後
に
耳
に
し
た
と
き
、
あ
れ
は
、
信
頼
に
応
え
、

責
任
を
果
た
さ
れ
た
満
足
の
笑
み
で
あ
っ
た
と
確
信
し
た
。

「
犬
は
口
答
え
し
な
い
か
ら
ね
。
」
最
後
の
愛
犬
を
看
取
っ
た
後
、

「
今
か
ら
で
は
、
こ
っ
ち
が
先
に
逝
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
可
哀
想
で
」

と
犬
の
い
な
い
生
活
を
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
に
、
ま
た
犬
を

飼
う
こ
と
を
お
勧
め
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
数
多
く
あ
る
後
悔
の

一
つ
で
あ
る
。
い
ま
考
え
れ
ば
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
ペ
ッ
ト
ロ
ス
を

き
っ
か
け
に
奥
様
が
病
に
陥
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
そ
れ
で
も
、
先
生
は
「
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
ね
」
と

献
身
的
に
奥
様
を
介
護
さ
れ
、
ご
自
身
の
生
活
も
以
前
と
変
わ
ら

ず
に
保
た
れ
て
い
た
。

　
先
生
は
慶
鷹
を
愛
し
、
慶
鷹
を
愛
す
る
人
を
愛
さ
れ
た
。
「
天
は

人
の
上
に
人
を
つ
く
ら
ず
だ
よ
。
」
先
生
が
地
位
や
権
限
を
振
り
か

ざ
す
よ
う
に
振
る
舞
わ
れ
た
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
慶
慮
病
院

で
の
最
後
の
ご
闘
病
に
あ
た
っ
て
も
、
担
当
医
を
信
頼
さ
れ
、
一

患
者
と
し
て
謙
虚
に
誠
実
に
過
ご
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
と
な

っ
て
は
、
こ
れ
を
最
も
近
く
で
お
支
え
し
た
一
人
が
慶
慮
が
大
好

き
な
ゼ
ミ
卒
業
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
せ
め
て
も
の
救
い
と
思
う
し

か
な
い
。

　
中
村
洗
先
生
　
安
ら
か
に
お
や
す
み
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
清
和
大
学
教
授
青
木
隆
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中
村
洗
先
生
　
略
歴

一
九
二
七
年
十
二
月
六

一
九
五
〇
年
九
月

　
　
　
　
　
一
〇
月

一
九
五
六
年
一
月

一
九
五
六
年
一
〇
月

一
九
六
二
年
四
月

一
九
六
三
年
四
月

一
九
七
∩
）
年
一
〇
月

一
九
七
九
年
一
〇
月

一
九
八
八
年
一
〇
月

一
九
九
二
年
三
月

二
〇
〇
七
年
二
月
一

日日

東
京
都
に
生
ま
れ
る

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
（
旧
制
）
卒
業

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授
（
平
時
国
際
法
）

国
際
法
学
会
評
議
員

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
国
際
法
）

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
（
国
際
法
特
殊
講
義
・
研
究
）

国
際
法
学
会
理
事

国
際
法
学
会
編
集
主
任
（
国
際
法
外
交
雑
誌
）
（
一
九
八
二
年
一
〇
月
ま
で
）

国
際
法
協
会
日
本
支
部
理
事

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

慶
鷹
義
塾
大
学
病
院
に
て
逝
去
（
享
年
七
九
歳
）
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中
村
洗
先
生
　
研
究
業
績
一
覧

〈
論
説
ま
た
は
解
説
〉

「
国
際
法
に
お
け
る
取
得
時
効
と
公
海
海
床
の
領
有
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
七
巻
第
一
〇
・
一
一
・
一
二
号
　
［
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）

「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
駐
留
軍
の
刑
事
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
ー
エ
ジ
プ
ト
混
合
裁
判
所
の
判
決
を
中
心
と
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
七
巻
二
号
　
［
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）

「
公
海
の
自
由
と
定
着
漁
業
の
法
理
（
一
）
（
二
）
」
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
八
巻
第
九
・
一
〇
号
　
［
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）

「
歴
史
的
湾
又
は
歴
史
的
水
域
の
法
理
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
九
巻
第
六
・
二
号
第
三
〇
巻
第
七
号
　
［
一
九
五
六
・
七
（
昭
和
三
一
・
二
）

「
国
際
司
法
裁
判
所
」
（
前
原
光
雄
と
共
同
執
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
五
巻
第
↓
丁
三
・
四
号
　
［
一
九
五
六
（
昭
和
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
再
録
】
国
際
法
学
会
『
国
際
連
合
の
一
〇
年
』
有
斐
閣
　
コ
九
五
七
（
昭
和
三
二
）

「
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
国
際
法
的
意
義
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
六
巻
第
三
号
　
［
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）

「
サ
イ
プ
ラ
ス
島
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
六
巻
第
四
・
五
号
　
コ
九
五
八
（
昭
和
三
三
）

「
海
洋
国
際
法
の
新
発
展
ー
湾
と
無
害
通
航
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
交
時
報
第
二
号
　
コ
九
五
九
（
昭
和
三
四
）

年
］年年

一　」一

年
］年年

一　一
年年年
一　一　一
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「
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
」
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
八
巻
第
一
・
二
号
　
［
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
］

「
国
際
海
洋
法
の
新
発
展
－
接
続
水
域
と
継
続
追
跡
権
」
（
前
原
光
雄
の
名
に
お
い
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
交
時
報
第
二
二
号
　
コ
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
］

「
歴
史
的
湾
の
制
度
、
そ
の
法
典
化
へ
の
構
想
ー
歴
史
的
湾
に
関
す
る
覚
え
書
き
に
関
連
し
て
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
二
巻
第
九
号
　
［
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
］

．
．
鼠
B
口
、
ω
勾
〇
一
Φ
ぎ
9
0
d
三
一
a
Z
讐
o
冨
、
、
　
　
　
　
討
冨
羅
ω
Φ
＞
g
⊆
巴
○
＝
日
。
3
四
ユ
o
⇒
巴
霊
≦
（
匂
＞
F
y
Z
o
●
ω
（
一
〇
田
）

．
、
↓
箒
［
畠
巴
O
g
ω
寝
幕
辞
一
g
o
跳
霞
ω
8
誉
毘
野
篇
窪
α
≦
餌
辞
①
お
．
、
脳
碧
き
＞
目
惹
一
〇
｛
霊
≦
蝉
区
℃
o
一
三
。
ω
）
Z
o
。
。
（
一
3
・
。
）

．
．
囚
o
お
讐
寄
9
鼠
讐
一
〇
⇒
O
⊆
o
ω
醗
一
2
鋤
＆
℃
o
ω
三
く
①
冒
9
3
③
二
g
巴
9
≦
、
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
≧
r
Z
o
●
“
（
一
8
0
）

「
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
湾
の
内
海
化
宣
言
に
つ
い
て
1
内
海
化
宣
言
の
意
味
と
国
際
法
的
効
果
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
〇
巻
第
四
・
五
・
六
号
　
＝
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
］

「
海
洋
漁
業
資
源
の
保
存
と
国
際
漁
業
の
規
制
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
『
国
際
経
済
法
の
諸
問
題
・
続
』

「
継
続
追
跡
権
の
法
理
」
　
　
　
　
　
前
原
光
雄
教
授
還
暦
記
念
『
国
際
法
学
の
諸
問
題
』
慶
鷹
通
信

「
国
際
漁
業
法
の
新
動
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
問
題
第
三
八
号

「
歴
史
的
水
域
の
制
度
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
八
巻
第
四
号

「
日
韓
漁
業
協
定
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
四
巻
第
四
・
五
号

「
大
陸
棚
漁
業
資
源
に
つ
い
て
1
一
九
六
四
年
の
合
衆
国
た
ら
ば
が
に
漁
業
法
に
関
連
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
九
巻
第
二
号

「
国
際
法
委
員
会
の
構
成
と
機
能
（
一
）
（
二
）
」
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
九
巻
第
四
・
五
号

「
一
般
国
際
法
の
強
行
規
範
と
抵
触
す
る
条
約
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
〇
巻
第
二
号

「
強
行
規
範
に
抵
触
す
る
条
約
の
無
効
・
終
了
」
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
七
巻
第
四
号

一　　「一「　　「一「　　一　　一

九九九九九　エの　　 エハ　　　ム　　ム　　 ハしム
ノペ　ノペ　ノヤ　ノペ　ノペ

六五三三ニ
ハ　　　　　ハ　　ハ　　ハ
日召　日召　日召　日召　日召

和和和和和
四四三三三
一〇八八七）　　）　　）　　）　　）

年年年年年
一　　一　　一　　一　　」＿＿

コ
九
六
六

［
一
九
六
六

□
九
六
七

［
一
九
六
八

ハ　 　　 　　 　日召　日召　日召　日召

和和和和
四四四四
）　 ）　 ）　 ）

年年年年
」＿司　一　」一　一
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「
海
洋
法
の
諸
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
問
題
第
二
一
号
　
［
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
」

「
漁
業
水
域
の
法
的
概
念
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
三
巻
第
三
号
　
二
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
］

「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
航
路
整
備
問
題
と
国
際
法
」
海
事
産
業
研
究
所
報
第
五
一
号
コ
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
］

「
群
島
に
お
け
る
領
水
の
画
定
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
四
巻
第
二
号
　
コ
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
］

「
海
洋
開
発
と
国
際
連
合
－
海
洋
法
問
題
を
め
ぐ
る
国
連
二
五
年
の
回
顧
と
第
三
次
海
洋
法
会
議
へ
の
展
望
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
九
巻
第
四
・
五
・
六
号
　
［
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
］

「
領
海
の
幅
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
五
巻
第
二
号
　
コ
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
］

「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
五
〇
四
号
　
［
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
］

「
領
海
・
国
際
海
峡
・
群
島
水
域
の
通
航
権
－
第
三
次
海
洋
法
会
議
準
備
委
員
会
に
お
け
る
諸
提
案
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
事
産
業
研
究
所
報
第
九
二
号
　
□
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
］

「
海
洋
国
家
日
本
は
生
き
残
れ
る
か
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
往
来
第
二
八
巻
七
月
号
　
コ
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
］

．
．
↓
『
o
O
『
鋤
p
讐
昌
鵬
oo
叶
毎
簿
ξ
①
o
噛
【
暮
o
B
簿
一
〇
＝
巴
一
鋤
≦
o
コ
竃
畦
ぎ
o
＝
＜
言
Φ
q
勾
①
ω
○
弩
8
ω
．
．

　
ω
9
ヨ
己
ゴ
き
ω
o
ぴ
9
閑
。
印
↓
○
叶
け
窪
一
戸
9
0
こ
巴
こ
S
ミ
ミ
、
ミ
N
き
晦
』
霧
ミ
誉
q
し
o
－
～
§
ミ
N
謁
蔑
ミ
ご
諜
鴇
≦
①
ω
薯
一
①
≦
即
窃
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
ミ
）

「
二
一
海
里
領
海
領
海
と
国
際
海
峡
の
三
海
里
凍
結
」
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
六
四
七
号
　
二
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

コ
一
〇
〇
海
里
経
済
水
域
と
日
本
漁
業
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
六
二
八
号
　
［
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

「
二
〇
〇
海
里
水
域
の
国
際
化
と
日
本
の
海
洋
政
策
」
　
　
『
日
本
の
海
洋
政
策
』
第
一
号
（
外
務
省
）
　
□
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

「
海
域
の
画
定
と
海
の
資
源
の
分
割
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
の
国
境
（
第
五
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
）
』
（
日
本
海
洋
協
会
）
　
□
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
］

「
核
積
載
軍
艦
の
領
海
通
過
に
つ
い
て
1
領
海
条
約
の
解
釈
と
ソ
ビ
エ
ト
事
故
原
潜
に
対
す
る
適
用
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
第
コ
ニ
号
　
二
九
八
二
（
昭
和
五
六
）
年
］
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「
海
洋
法
の
軌
跡
と
動
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
刊
貿
易
と
産
業
第
八
二
巻
第
四
号
　
コ
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
」

．
．
↓
箒
｝
）
霧
。
。
謎
①
9
『
o
⊆
鵬
7
9
①
↓
R
葺
o
ユ
巴
ω
窪
o
貼
閃
o
『
o
飼
昌
≦
畦
ω
三
2
8
員
風
p
鵬
Z
＝
色
o
巽
≦
＄
O
O
扉
一
＞
p
一
葺
R
℃
お
臼
鉱
o
二

〇
脇
チ
①
O
o
⇒
＜
Φ
昌
ユ
o
⇒
o
昌
9
Φ
↓
の
霞
詳
o
ユ
巴
ω
窪
帥
昌
α
9
①
O
o
葺
碍
⊆
〇
二
ω
N
o
⇒
①
節
コ
α
一
房
＞
O
O
＝
8
二
〇
昌
8
9
①
ω
8
ズ
Φ
＝
ω
（
）
＜
一
卑

Z
q
o
一
窪
『
℃
○
≦
R
①
α
ω
仁
σ
ヨ
畦
ぎ
o
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
＞
一
ダ
Z
ρ
謡
（
這
O
o
N
）

「
海
洋
法
条
約
と
日
本
の
法
的
対
応
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
八
一
号
　
［
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
］

「
排
他
的
経
済
水
域
の
法
的
性
質
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
第
三
四
号
　
［
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
再
録
】
『
国
際
法
の
基
本
問
題
』
（
有
斐
閣
）
　
＝
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
一

「
国
際
紛
争
に
お
け
る
非
司
法
的
解
決
手
続
の
意
義
ー
国
際
審
査
と
調
停
に
つ
い
て
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
八
二
号
　
コ
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
一

「
国
際
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
の
事
実
審
査
ー
レ
ッ
ド
ク
ル
セ
イ
ダ
ー
号
事
件
審
査
報
告
に
関
連
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
五
六
巻
第
三
号
　
＝
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
」

「
板
倉
卓
造
の
国
際
法
学
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
伸
『
板
倉
卓
造
抄
伝
』
　
二
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
一

「
国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
解
釈
宣
言
に
つ
い
て
」
　
　
『
海
洋
法
と
海
洋
政
策
』
第
八
号
（
外
務
省
　
＝
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
］

「
国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
一
方
的
宣
言
ー
署
名
時
の
解
釈
宣
言
な
い
し
留
保
に
関
連
し
て
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
三
巻
第
六
号
　
［
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
］

「
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
関
係
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
田
滋
先
生
還
暦
記
念
海
洋
法
の
歴
史
と
展
望
』
（
有
斐
閣
）
　
［
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）

「
日
本
沿
岸
大
陸
棚
て
外
国
法
人
が
行
っ
た
探
鉱
業
の
所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
適
用
（
昭
五
九
・
三
二
四
東
京
高
判
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
昭
和
六
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
八
六
二
号
）
　
［
一
九
八
六
（
昭
和
六
］
）

「
国
際
紛
争
に
対
す
る
国
際
司
法
機
関
の
機
能
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
八
七
五
号
　
二
九
八
七
（
昭
和
六
二
）

「
海
洋
二
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
九
〇
〇
号
『
法
律
事
件
百
選
』
　
コ
九
八
八
（
昭
和
六
三
）

年
一年年年

＿＿司　一　 」一＿
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「
色
丹
島
周
辺
海
域
で
日
ソ
合
弁
事
業
の
名
の
も
と
に
日
本
国
民
が
行
っ
た
漁
業
操
業
へ
の
日
本
の
漁
業
法
令
の
適
用
；
ウ
タ
リ
共
同
事

件
控
訴
審
判
決
（
平
四
・
四
・
一
六
札
幌
高
判
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
成
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
〇
二
四
号
　
コ
九
九
三
（
平
成
五
）
年
］

「
国
際
法
の
理
論
と
現
実
－
核
兵
器
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
　
　
　
　
『
書
斎
の
窓
』
第
四
三
九
号
　
□
九
九
四
（
平
成
六
）
年
］

「
国
連
海
洋
法
条
約
と
海
洋
基
本
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
〇
九
六
号
　
□
九
九
六
（
平
成
八
）
年
］

「
直
線
基
線
の
設
定
に
よ
り
日
本
の
領
海
と
な
っ
た
海
域
に
お
け
る
韓
国
漁
船
の
取
締
り
と
裁
判
管
轄
権
（
平
九
・
八
・
一
五
松
江
地
裁

浜
田
支
部
判
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
成
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
三
五
号
　
コ
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
］

「
事
実
審
査
ー
レ
ッ
ド
ク
ル
セ
イ
ダ
ー
号
事
件
1
」
　
　
　
　
『
国
際
法
判
例
百
選
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
　
［
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
］

．
．
↓
冨
O
o
薯
。
呂
g
噛
9
9
。
勺
四
亀
8
ω
①
注
①
日
①
葺
o
＝
導
①
ヨ
呂
o
昌
巴
U
一
ω
薯
辞
①
ω
ぎ
匹
ω
8
昌
巴
零
お
o
①
＆
＜
①
”

　
冒
O
o
日
ヨ
①
ヨ
○
轟
試
o
ロ
o
柚
9
①
閃
営
ω
一
頃
謎
ま
勺
＄
8
0
0
獣
角
①
⇒
8
．
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
》
F
）
Z
o
．
お
（
8
0
0
）
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〈
翻
訳
（
論
文
及
び
報
告
）
〉

ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
（
一
壁
9
∈
霧
窪
）
甲
）
「
国
際
法
に
お
け
る
変
化
の
不
可
避
性
と
利
害
調
整
の
必
要
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
太
平
洋
の
利
用
と
開
発
』
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
（
日
本
海
洋
協
会
）

ヘ
ン
キ
ン
（
缶
Φ
鼻
β
r
）
「
変
動
す
る
海
洋
法
一
技
術
と
法
と
政
治
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
技
術
と
法
』
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
（
日
本
海
洋
協
会
）

エ
ヴ
ェ
ン
セ
ン
（
国
く
窪
器
P
臼
9
）
「
現
れ
つ
つ
あ
る
海
洋
法
”
海
洋
技
術
と
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
技
術
と
法
』
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
（
日
本
海
洋
協
会
）

ゴ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（
O
o
一
α
忍
昌
）
零
＞
。
）
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
海
洋
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
↓
即
国
Z
O
ω
』
一
九
八
一
年
二
一
月
号
（
在
日
米
国
大
使
館
）

□
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

□
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

コ
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

［
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
］



中村涜先生略歴・主要著作目録

ゲ
ッ
ク
（
O
①
o
F
≦
．
零
）
「
今
日
の
世
界
に
お
け
る
外
交
的
保
護
」
　
　
法
学
研
究
第
五
九
巻
第
一
号
　
コ
九
八
六

　
　
く
翻
訳
（
条
約
及
び
草
案
）
V

「
欧
州
防
衛
共
同
体
を
設
立
す
る
た
め
の
条
約
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
一
一
六
巻
第
七
号
　
コ
九
五
三

「
国
連
第
三
次
海
洋
法
会
議
”
非
公
式
単
一
交
渉
草
案
第
W
部
（
仮
訳
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
海
運
振
興
会
国
際
海
運
問
題
研
究
会
　
［
一
九
七
五

「
解
釈
宣
言
国
連
海
洋
法
条
約
の
署
名
・
批
准
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
宣
言
、
答
弁
権
の
行
使
に
よ
る
関
係
国
の
声
明
」

し
て
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
法
と
海
洋
政
策
』
第
八
号
（
外
務
省
　
コ
九
八
五

　
　
〈
資
料
〉

「
北
大
西
洋
条
約
機
構
に
関
す
る
諸
条
約
」
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
二
巻
一
・
二
号

「
北
朝
鮮
帰
還
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
三
巻

「
国
際
法
協
会
五
〇
回
記
念
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
総
会
に
出
席
し
て
」
　
　
　
法
学
研
究
第
三
六
巻
第
五
号

「
南
氷
洋
捕
鯨
会
議
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
五
巻

「
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
号
事
件
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
五
巻

「
新
し
く
国
際
法
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
第
七
巻
第
五
号

（
昭
和
六
一
）
年
］

　　　　　　ハ　　　　　　

昭皇昭　昭

　丘隻筒隻窪

．
、
日
箒
』
昌
鋤
昌
－
C
三
辞
B
ω
＄
毎
ω
Z
①
喰
〇
二
曽
二
〇
霧
8
蓉
①
3
ぎ
磯
内
ぎ
臓
9
呂
コ
ω
幕
身
ぎ
け
冨
国
霧
毎
ヨ
ω
①
ぼ
ぎ
鵬
oo
＄
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
＞
【
“
Z
9

「
当
面
す
る
北
洋
漁
業
問
題
と
国
際
法
」
　
　
　
　
大
日
本
水
産
会
北
洋
漁
業
対
策
特
別
委
員
会
資
料
　
［
一
九
六
六

リ　　　　　ヤソ　　　　 ワ　 ワ　 ワ　 　　　つ　ワ

　　『ベ　　　コ　　　ムベベ　　べ
九　ω九九九九九九
六匂魯六六六六六五
六＞＝，四四四三二三
　一　口
（い鵬　（（（（（（日召　）　　oo　日召　日召　日召　日召　日召　日召

和多＄智和麺智麺智
四〇ご二二二二二一一
（
　 九九九八七八
）　 トー　　　　）　）　）　）　）　）
　ゆ年緕　年年年年年年」＿＿」　）　　　　　一　 一　 一　 」＿一J　」＿」　

」＿＿」
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「
日
本
の
当
面
す
る
海
洋
政
策
ー
尖
閣
列
島
の
大
陸
棚
問
題
そ
の
他
1
」
自
由
民
主
党
学
習
シ
リ
ー
ズ

「
公
海
の
漁
業
資
源
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
二
巻

「
公
海
の
漁
業
資
源
等
を
諸
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
二
一
巻

「
メ
キ
シ
コ
の
排
他
的
経
済
水
域
に
関
す
る
法
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
外
国
海
洋
法
制
の
研
究
第
一
号
』
（
日
本
海
洋
協
会
）

「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
海
域
画
定
と
外
国
艦
船
の
通
航
の
規
制
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
外
国
海
洋
法
制
の
研
究
第
二
号
』
（
日
本
海
洋
協
会
）

「
I
C
N
A
F
か
ら
N
A
F
O
へ
1
二
〇
〇
海
里
以
後
の
北
西
大
西
洋
漁
業
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
海
洋
時
報
』
第
一
七
号

「
国
際
法
の
基
本
文
献
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
色
旗
』
第
四
二
三
号

「
国
際
法
の
基
本
文
献
・
続
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
色
旗
』
第
四
五
一
号

「
海
洋
法
の
文
献
資
料
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
海
洋
時
報
』
第
四
五
号

コ
九
七
二

［
一
九
七
三

＝
九
七
四
　　　　　　　　ハ

昭昭昭
和和和
四四四
九八七
）　　　）　　　）

年年年
一　　　一　　　一

＝
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

［
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

コ
九
八
○
（
昭
和
五
五
）

二
九
八
三
（
昭
和
五
八
）

［
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）

［
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）

年年年年
」＿」　」一」　一　」＿

〈
文
献
紹
介
・
書
評
〉

ω
ユ
R
一
ざ
匂
■
一
こ
ト
ミ
鳶
ミ
≧
簿
、
、
ミ
N
。
り
－
』
ミ
～
ミ
ミ
織
ミ
ら
織
ミ
～
ミ
、
、
ミ
～
ミ
ミ
、
、
ミ
、
、
ミ
ミ
N
ト
ミ
奄
ミ
、
ミ
R
）
“
岳
①
瓢
こ

一
餌
9
0
∈
霧
『
戸
＝
こ
～
、
N
、
ミ
、
、
ミ
気
ミ
ミ
、
ト
ミ
亀
ミ
ミ
窺
黛

肉
8
鈎
ム
‘
ト
ミ
～
さ
、
、
ミ
～
織
爲
§
薫
ミ
、
ミ
ヘ
ミ
G
り
一
〇
田

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
国
際
法
原
理
一
九
五
二

　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
四
巻
第
二
号
　
［
一
九
五
一

ミ
ミ
幅
肉
耐
ミ
G
。
」
3
0

　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
五
巻
第
七
号
　
［
一
九
五
二

　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
二
巻
第
六
号
　
［
一
九
五
三

　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
六
巻
第
一
号
　
＝
九
五
三

一
⑩
お

（
昭
和
二
六
）
年
］

（
昭
和
二
七
）
年
］

（
昭
和
二
八
）
年
］

（
昭
和
二
八
）
年
］
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詳
ミ
こ
。
。
負
』
こ
図
ミ
ぎ
モ
象
ミ
る
＞
亀
r
一
3
0
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
六
巻
第
四
号
　
［
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
］

国
際
法
学
会
編
『
国
際
法
講
座
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
八
巻
第
三
号
　
［
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
］

入
江
啓
四
郎
著
『
国
際
公
法
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
八
巻
第
六
号
　
コ
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
］

小
田
滋
著
『
海
洋
の
国
際
法
構
造
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
〇
巻
第
二
号
　
＝
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
］

閑
o
ω
2
コ
ρ
oo
こ
↓
箒
冒
8
ヨ
象
一
〇
＝
巴
O
O
貫
辞
o
噛
篇
仁
ω
二
〇
①
」
㊤
冑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
七
巻
第
三
号
　
［
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
］

田
畑
茂
二
郎
著
『
国
際
法
1
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
七
巻
五
号
　
コ
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
］

小
田
滋
著
『
海
の
国
際
法
下
巻
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
八
巻
第
六
号
　
＝
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
］

日
冨
富
9
莞
ω
o
＞
毒
⊆
巴
o
＝
耳
①
ヨ
鋤
二
〇
ロ
巴
霊
ヨ
Z
o
」
（
お
①
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
九
巻
第
四
号
　
＝
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
」

oo

ヨ
詳
宣
＝
■
＞
こ
S
誉
魅
ト
ミ
｛
・
亀
ミ
織
9
嵩
ミ
ミ
も
、
ミ
魅
吻
ミ
“
ω
こ
①
α
こ
一
〇
＄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
三
巻
四
号
　
［
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
」

○
○
一
〇
ヨ
げ
0
9
0
」
こ
S
、
ミ
～
ミ
ミ
、
ミ
ミ
～
ミ
触
ミ
ト
ミ
鳶
ミ
ミ
鳴
し
り
麩
」
毎
巴
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
三
巻
第
八
号
　
［
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
］

↓
箒
』
巷
き
①
ω
o
＞
ロ
コ
Ω
巴
〇
二
昌
Φ
B
簿
一
自
巴
一
餌
チ
Z
O
。
㎝
（
一
8
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
〇
巻
第
三
号
　
＝
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
］

↓
冨
匂
巷
讐
①
ω
Φ
》
コ
＝
⊆
巴
o
＝
葺
Φ
3
餌
二
〇
轟
一
一
蝉
チ
Z
O
■
①
（
一
㊤
爵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
一
巻
第
三
号
　
コ
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
］

ゆ
ユ
R
ぎ
q
，
一
こ
ト
§
ξ
、
≧
ミ
ご
誤
－
』
ミ
詮
壁
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
鴨
～
ミ
驚
ミ
ミ
嘗
輔
ミ
ト
ミ
｛
ξ
、
、
鳴
ミ
食
①
夢
a
’
σ
k
≦
巴
α
o
穿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
七
巻
第
七
号
　
＝
九
六
四
（
昭
和
三
七
）
年
］

高
林
秀
雄
著
『
領
海
制
度
の
研
究
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
八
巻
第
四
号
　
［
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
一
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ω
o
（
。
拝
U
。
≦
こ
S
ミ
ト
亀
ミ
騒
ミ
魅
の
ミ
」
O
雪
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
五
巻
第
四
号
　
□
九
七
一
一
（
昭
和
四
七
）
年
］

小
田
滋
『
海
の
資
源
と
国
際
法
H
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
二
巻
第
三
号
　
［
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
］

ω
霞
篶
毎
O
α
辞
『
ぎ
ミ
鷺
ミ
ミ
脳
§
ミ
ト
亀
ミ
気
導
馬
O
ら
ミ
ミ
b
鳴
ミ
N
§
ミ
§
ひ
切
毯
魯
b
も
ミ
ミ
§
～
G
。
鴇
く
o
一
」
」
一
」
O
謡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
四
巻
第
六
号
　
□
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
］

ω
＝
鵬
o
ε
○
α
僧
S
壽
卜
亀
ミ
気
ミ
鳴
的
翁
き
O
袋
、
霞
ミ
“
＜
o
一
」
」
一
」
O
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
六
巻
第
六
号
　
二
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

高
林
秀
雄
著
『
海
洋
開
発
の
国
際
法
』
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
八
巻
第
一
・
二
号
　
［
一
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